国連改革に関するパブリックフォーラム

2005年8月30日（火）三田共用会議所
分科会2：国連改革クラスター2（恐怖からの自由：平和と安全、軍縮）

川崎 哲（ピースボート）　ファシリテーター

芹澤 清（外務省軍縮・不拡散科学部軍備管理軍縮課長）

中前 隆博（外務省総合外交政策局国際平和協力室長）

武者小路 公秀（反差別国際運動副理事長）

★これは非公式メモであり、文責は川崎哲にある。

川崎（ファシリテーター）

9月の国連サミットでの交渉において、本日の意見交換の内容を外務省の方々に反映してもらうような場としたい。
芹澤
· 市民社会からの声を参考にしたい。

· 広島・長崎への原爆投下から60年、唯一の被爆国、非核三原則の堅持、核兵器のない平和で安全な世界を目指し国際社会の先頭になり、不拡散を示していく

· NPTは残念な結果であった。

· わが国の安全保障環境：北朝鮮の問題もある。

· 94年以来、核軍縮国連決議案を提出しており例年大多数の支持を得ている。今年のNPTと節目の年という意味もこめて今年も決議を出す。
· 来月の国連サミットにおいて含める内容としては、CTBTの早期発効、FMCTの早期交渉開始、不拡散強化のためのIAEA追加議定書などで、核軍縮、不拡散という点を重点として外務省として方針をたてる。
中前

· PKOのそれなりの行動規範などによって実績を重ねてきたが最近様子が変わってきている。世界の状況が変わっていることもあり、国連じたいもどのようにしていくか悩んでいる。日本としてどう関わっていくのか。

· 冷戦後、国家間の争いが少なくなり、内戦が増え、国連がPKOをもって活動しなければならない紛争が増えた。
· 現在16のPKO活動が現在行われており、8つがアフリカ大陸にて行われている。
· 従来の国同士の戦争の解決をするPKOではなく、戦後復興の部分も多く担うようになってきた。（カンボジアや東ティモールなどの例）

· PKOのように単に軍事による平和維持ではなく、UNHCR, WFP, 世界銀行などの国際経済機関なども参加した平和構築が必要だ。紛争終了後の統治、社会開発、紛争後の紛争予防につながる平和構築を以下に進めるかということが課題になっている。

· ＮＧＯ共同提言で「反応から予防への転換」について言及されているが、その点に同意する。紛争後の平和構築が紛争予防になる。
· 国連安保理のPKO作業部会で議長をつとめている。シエラレオネの平和維持から平和予防の構築に関するシミュレーションを行っている。

· 平和という言葉の意味は10年前は叫ぶ、唱える平和だったが、今は作り上げる平和。
· 平和の定着と国づくりというドクトリンをとっている。

武者小路

· 外務省の人間の安全保障に対する献身を評価する。
· 人権と人間安全保障、テロに対する多角的安全保障、環境戦争などが焦点。
· テロ問題に関連し、反テロ戦争という形ではなく、人間の安全保障に立脚する形で、各国が共有の理解をもっていなければならない。
· 人間の安全保障を最初の段階からきっちりと定義しておくこと、そうでないと後で矛盾がでてくる。人間の不安全の問題と向かい合う。
· 地域安全保障が重要。
· 地域的な国連平和活動に関して、東北アジアにおいても北朝鮮なども含め内発的な努力が必要であるということをNGOが認識していなければならない。

· 国際司法裁判所、国際刑事裁判所の管轄権を認めることが重要。安保理の国々は特にそうである。
· 平和構築委員会についてはNGOの提言（専門性を有するNGOの参加、先住民族組織の参加、現状に直接影響を得ている人々の参加）が保障されるべきである

川崎：コメント

· 9月サミットにおける決議案がでているが、アメリカがその内容に対しての不満を示しており、核軍縮などへの具体的な処置を設ける部分がどんどん少なくなってきている。その中でCTBT、FMCTについても削除される可能性のある醸成だという認識を持つべき。
質疑応答・ディスカッション

· 高草木博（原水協）

外務省の示す非核三原則などについて：唯一の被爆国、憲法9条について非常に重要にもかかわらず、アメリカの外交体制に偏ってしまっている。日本として憲法を誇示していくことが重要。国連の最初の設立目標を達成するための外交をする必要がある。NPTが散々な結果になったという理由からもNGOがもっと動いていかなければならないと思うが。

→核軍縮決議案についてはこれまでどおり書く。できる限り現実的な形で。（芹澤）

· 河辺一郎（愛知大学）
非核三原則の堅持について：北岡大使が非核三原則について外交交渉パネルにおいてそれを否定するような発言をしており、集団的自衛権の行使を支持する内容を発表しているが、われわれはどちらをみたらいか。

→政府としては基本的に非核三原則を国際法上も基本的に重要なこととして解釈している（芹澤）

PKOに関して日本が何を言っていくのかが問題ということだが、平和構築への文民のかかわりについてスウェーデンなどではすでに行動が始まっている。人間の安全保障という考え方についてもいろんな部分でまだ勉強中ということがあるが、人間の安全保障を研究所の形もある。

→国の制度作りなどでの市民社会の役割が必要になってきている。安保理PKO作業部会についても今後1年の方針を決めるための会議などで日本もかなり多くの力をささげている（中前）

平和構築委員会の構成に地理的配分を加えるべきではないか。
→それを前面に出すのがよいとは考えていない（中前）
· 吉田康彦（大阪経済法科大学）
軍縮・不拡散についての現実的な異議申し立てを行うべき。米国のユニラテラリズムがNPT会議が失敗した理由だ。NPT第６条の履行を米に迫るべきだ。IAEA追加議定書は平和利用の手足を縛るものである。六ヶ所の再処理は賛否両論であるが、推進するならアジア諸国のために燃料保証などを考えるべきだ。日本の非核三原則と朝鮮半島非核化宣言に基づき北東アジア非核地帯を構想すべきだ。
→すべてアメリカのユニラテラリズムが悪いというわけではない。軍縮の世界では全員一致の合意のもときめられることを了解していただきたい。核軍縮に関しては、戦略核の削減など、やることはやっている。影の部分でも外務省からアメリカに非公式の努力はそれなりに行っている。米は同盟国であるから現実的な視点も必要で、平場で米に言えばよいというものでもない。平和利用の権利に関しては、国際法を遵守し透明性を高めているという点で、日本は一つの模範である。北東アジア非核地帯構想について、一般的に非核地帯はいいことだが、北東アジアにおいて中ロなど皆の同意が得られるのか。現実問題として今の安全保障環境を考えなくてはならない。（芹沢）

· 杉原

平和構築委員会について、「世界」８月号のナオミ・クラインの記事によると、復興が米のビジネスになっている。地元の人間の意志を汲んだ下からの平和構築についての政策はどうなっているのか、外務省の姿勢はどうか。米の政策はまったく逆の姿勢をとっている。

→国連における平和構築の議論への影響としては見えるような影響は感じていない。平和構築委員会では対象となっている国の中の利害を共有できる部分と協力していくことになるが、現地の二－ズを取り込んでいくことが必要。平和構築の際に考慮するのは民主主義、法の支配などであるが、それをいかに押し付けでない形で受け入れてもらうかではないか。相手側の状況をよく理解した上でオーナーシップをもってもらい、こちらとして彼らにとって良いだろうというものを提供していくアプローチをしようとしており、あまり違ったことをしているという意識はない。（中前）

テロに対する多角的な協力に関して、戦争犯罪などに対して国際刑事裁判所のような法による裁きが行われる必要があり、設立においては努力していたにもかかわらず日本は加盟していないことがあるがどうか。

→この件については、ファシリテーターが全体パネルに投げかける。（川崎）
米による成果文章の変更において軍縮という言葉を全て削除しているなどの点があるが、日本はどのような姿勢か。

→米との関係において軍縮においては彼らの考え方とわれわれの考え方とがあり、お互いの考え方についてはよく理解している。成果文章についてはこれからも交渉していくことだとは思っているが、軍縮に関しては報道されているように軍縮が全て削除されることがないように、成果文書の中に特に核軍縮に関してはかならず入るよう交渉している。（芹沢）

北東アジア非核地帯について消極的な姿勢が見られるが、現実的な話として消極的安全保証について日本政府はこれまできちんと主張していない。日本の消極的安全保証への主張への意思はないのか。

→現在の安全保障状況がそれを実現するような状況にない。今の北東アジアの環境をまず安定させることが必要。今の東北アジアの安全保障環境が非核地帯をもつような状況になっていないと理解している。6カ国協議も含め2国間の信頼醸成、軍事の透明性を深めるための努力がまず大切だと考えている。消極的安全保証に関しては一般論としてはよいが、国際環境の中で全てが善人ではないという現実も見ていなくてはならない。わが国の安全保障というものを常に考えていくことが必要であるということを強調したい。今の国際社会というのは核兵器だけでなく、生物兵器や科学兵器をもっているところもあり、全てを相対的に見なければならない。全ての組み合わせで考えていく中で、今の安全保障環境において消極的安全保証を今すぐに推進するというわけにいくのか。日米安保条約の下で核抑止力に依存している。（芹澤）

· 石田進（兵器輸出禁止キャンペーン）
戦争の原因はさまざまで、手段は兵器である。軍縮についてはこれまでに成功した例がなく、カーターやチャーチルの言うように、軍縮は非常に難しく、達成されていない。軍事費についてもＯＤＡで提供している費用の160倍の金額がながれているのが現実である。兵器がなくなれば戦争がなくなるわけではないが、いまの悲惨な状況はかなり収まるはずではないか。軍縮ではなく、兵器輸出全面禁止を実行しない限り、戦争は続く。兵器輸出前面禁止を今世紀の絶対的な規範とすることを日本の政府が国連の決議として加盟国に強制できるようにするこが唯一方法。ＰＫＯとは違い、国連常備軍の設置が必要。それも含めて日本が進めていくことが日本のポイント。

→兵器輸出について、化学兵器の廃絶に関しては確実に進んでおり、軍縮は難しいがまったく進んでいないわけでもない。兵器の輸出禁止に関しては、日本は武器輸出三原則を唯一もっている国であり、理念として武器輸出禁止を持っている国である。が、これを法の拘束力のもったものを持つことに対しては難しい。

軍縮に関して、核軍縮は当然いつもいっている。アメリカに対してもいっているが、足りないということはあるかもしれない。核軍縮が現実でないという理由で交渉をしていないわけではなく、見えるところではアメリカに対しての意見というものがないかもしれないが、最大限出来る限りでアメリカに対しての軍縮要求を行っている。（芹澤）

→国連常備軍にかんして、当初の理念に存在していたものであったが現状からして設立できておらずＰＫＯから、というやり方になっている。現在のＰＫＯの数について、戦争の形が変わっているという状況があり、被害が大きくなっているということがある。常備軍を作ることによっては警察に近い形の役割を国連常備軍が担うことになるとすると、莫大な費用を要するものとなる。費用などに関しても含めて、現実的にしてくということは非常に難しいと考えている。（中前）

· 武者小路　

人間の安全保障という立場からＰＫＯでの参加について、先進国の軍隊の問題ではなく、傭兵や文民が入ってくることに対する現地の人々の不信感というものが育っていることを見なくてはならない。ＰＫＯは新しい植民地支配の形になっていく恐れがあり、個人の国の利益を全てサポートしてしまうことがある。利権目的の介入の危険がある。伝統的なＰＫＯのように利害が多くを押し付けることがないようなところのみがＰＫＯに参加するべきである。警戒心を引き起こさないような安全保障への活動をどうしていけばよいのか。

→ＰＫＯ要員を多く出している国が途上国であるという事実認識をもってほしい。またそのの多数は文民警察官であり、費用だけでなく、文民強化の部分で貢献できる部分が多い。国際平和協力における人材開発・教育についてアクションプランを作って現在行っている。この背景には平和構築についての考え方があり、それはここ10年で大幅に変わっている。（中前）

· 高草木（原水協）

核兵器の廃絶のアプローチについては現実的なものを、ということを追求する限り、はっきりとした核兵器廃絶の理論を保つ必要がある。北朝鮮に対する核の威嚇をやめるべきではないという日本の現実政策、アメリカの核政策に完全に頼っているという点は他国から見ていれば明らかなものである。日本政府の姿勢を明らかにしていかなければならない。

質疑応答・ディスカッションは以上。

川崎：ファシリテーターとしてのまとめ
1 核廃絶と核軍縮の重要性が強調され、日本政府は核軍縮がサミット成果文書できちんと言及されるよう努力することを確認した。具体的な北東アジア非核地帯構想や消極的安全保証については意見が分かれた。武力紛争を助長しないために武器輸出禁止が重要であることが強調され、日本の武器輸出三原則の重要性が確認された。
2 平和構築において、当事者主体、下からの平和づくりの重要性がコンセンサスとなった。人間の安全保障に基づく平和構築が重要であり、利権目的での介入のないようにしなければならないことが強調された。現在の平和構築委員会などに関する評価は意見が分かれた。政府としては、平和構築のための人材協力、民間協力などに力を入れていることが報告された。
3 国際司法裁判所、国際刑事裁判所などによる法の支配が平和にとって重要であるとの意見が出された。それとの関連で日本のＩＣＣ条約への署名・批准の必要性が提起されたが、これについては全体パネルで川崎が提起する。
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